
第 61 回大会取り決め事項 

日本実業団バドミントン連盟 

 

 
１．競技ウェアについて 
・ 背面のチーム名（高さ６cm～10cm、横 30cm以内）については事前申告の登録とする。 
・ 前面のチーム名(広告も可)など（高さ６cm～10cm、横 30cm以内）は事前申告の登録とする。 
・ 選手名及び企業スローガン等の表示は事前申告の登録とする。 
・ チーム名が選手所属企業（法人）名と異なるものも認めることがある。 
・ チーム名以外の表示は(財)日本バドミントン協会大会運営規程第 23 条による。ウェア（上着）背

面に背番号を表示する場合はウェア前面胸下にも前番号も表示することが好ましい。パンツなど下

衣への選手番号の表示は認めない。 
 

２．外国籍選手 
・ 大会要項 １２（７）② ア、イ 以外の外国籍選手は、外国人登録法による在留資格を有し、所

属（チームの）企業と雇用契約を結んでいる者とする。 
 

３．登録制審判について 
・ 審判担当者は有資格者とし、4名以上登録すること。（審判手帳を持参する） 
・ 有資格者による審判が不可能なチームは出場を認めないことがある。 
 

４．チーム編成基準について 
・ 同一都道府県内のグループ企業内の編成を可能とする。 
・ 同一企業で都道府県を超えた合同チームを編成する場合は個別にチーム登録を完了していなけれ

ばならない。 
・ 同一企業（事業所）で都道府県をまたがる場合、実業団登録をした一都道府県のみでの編成を認め

る。 
・ 選手のチーム間の移籍（下記５の場合を除く）については、その相互チームの代表者の承認を要し、

もしいずれかの代表者の承認が得られない場合は、その選手は本大会への出場を 2年間認めない。 
 

５．転勤によるチームの変更 
・ 同一企業やグループ企業内の転勤による出場チームの変更についてはメンバー変更届により変更

を認める（大会申し込み締め切り日以降、転勤などによる異動があった場合は転勤先のチームで出

場できる）。 
 

６．組み合わせ抽選会について 
・ チーム代表者による公開抽選とする。 
但し、チーム代表者が欠席の場合は当該都道府県の代表者が行う。 
当該都道府県の代表者が欠席の場合はブロック理事が行う。 
ブロック理事が欠席の場合は日本実連の理事が行う。 

・ 抽選会 
日時 平成２３年５月１５日（日） １３時～ 
場所 味の素ナショナルトレーニングセンター第 1研修室で行う。 

 


